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46イ
ギ
リ
ス

若
者
向
け
就
業
支
援
策
を
め

ぐ
る
議
論

　

政
府
は
、
悪
化
が
続
く
若
年
層
の

失
業
へ
の
対
応
に
意
欲
を
示
し
て
お

り
、
職
業
訓
練
や
就
業
体
験
な
ど
を

柱
と
す
る
就
業
支
援
策
を
打
ち
出
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
手
法
や
実

効
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
批
判
の
声
も

聞
か
れ
る
。

ア
プ
レ
ン
テ
ィ
ス
シ
ッ
プ
参
加
者

に
成
人
が
急
増

　

若
年
層
（
一
六
︱
二
四
歳
）
の
二

〇
一
一
年
一
〇
︱
一
二
月
期
の
失
業

者
数
は
一
〇
三
万
八
〇
〇
〇
人
（
対

前
期
比
二
万
二
〇
〇
〇
人
増
）、
失

業
率
は
二
二
・
二
％
（
〇
・
三
ポ
イ

ン
ト
増
）
と
な
り
、
不
況
期
の
急
速

な
悪
化
以
降
、
目
立
っ
た
改
善
を
み

て
い
な
い（
１
）。
長
期
失
業
者
数（
一

二
カ
月
以
上
）
も
不
況
前
の
二
倍
以

上
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。

　

政
府
は
若
年
失
業
の
対
応
に
取
り

組
む
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
二

〇
一
一
年
一
一
月
に
は
新
た
な
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
「
ユ
ー
ス
・
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
」
の
実
施
を
発
表
し
た
。

既
存
の
ア
プ
レ
ン
テ
ィ
ス
シ
ッ
プ

（
見
習
い
訓
練
）
や
就
業
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
拡
充
に
加
え
、
若
年
層
の

雇
用
に
助
成
金
を
支
給
す
る
な
ど
、

五
〇
万
人
近
く
の
若
年
失
業
者
や
無

業
者
の
就
労
を
支
援
す
る
と
し
て
い

る
。

　

し
か
し
、
ア
プ
レ
ン
テ
ィ
ス
シ
ッ

プ
や
就
業
体
験
に
つ
い
て
は
、
問
題

点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
統
計
局
の

デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
ア
プ
レ
ン
テ
ィ

ス
シ
ッ
プ
の
参
加
者
は
増
加
傾
向
に

は
あ
る
も
の
の
、
若
者
以
外
の
年
齢

層
の
増
加
や
、
小
売
業
・
介
護
業
な

ど
で
の
初
歩
的
な
訓
練
コ
ー
ス
へ
の

参
加
者
の
増
加
が
目
立
つ
一
方
、
若

者
の
参
加
者
数
は
伸
び
悩
ん
で
い
る

（
図
）。
多
く
は
在
職
者
の
訓
練
に

充
て
ら
れ
、
若
者
の
雇
用
を
生
ん
で

い
な
い
と
み
ら
れ
る
ほ
か
、
一
部
で

は
無
給
・
低
賃
金
労
働
力
の
供
給
源

と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
濫
用
す
る

ケ
ー
ス
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

会
計
検
査
院
（
Ｎ
Ａ
Ｏ
）
が
二
月

に
発
表
し
た
報
告
書（
２
）も
、
ア
プ

レ
ン
テ
ィ
ス
シ
ッ
プ
参
加
者
に
お
け

る
成
人
の
増
加
や
、
短
期
の
ス
キ
ー

ム
の
多
さ
（
一
九
％
が
六
カ
月
以
下
、

三
％
は
一
二
週
間
以
下
）
に
懸
念
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
量
・
質
と
も

に
他
国
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
し
て
、

よ
り
多
く
の
質
の
高
い
ス
キ
ー
ム
を

提
供
す
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

た
だ
し
、（
公
的
支
援
が
な
け
れ
ば
訓

練
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
仮
定

に
基
づ
く
）
経
済
へ
の
寄
与
度
の
推

計
で
は
、
一
ポ
ン
ド
の
公
的
支
出
に

対
し
て
基
礎
的
ア
プ
レ
ン
テ
ィ
ス

シ
ッ
プ
が
一
六
ポ
ン
ド
、
上
級
ア
プ

レ
ン
テ
ィ
ス
シ
ッ
プ
が
二
一
ポ
ン
ド

で
、
ま
た
修
了
者
の
賃
金
も
そ
れ
ぞ

れ
一
一
％
と
一
八
％
引
き
上
げ
て
い

る
と
算
定
し
て
お
り
、
制
度
の
経
済

的
な
効
果
は
積
極
的
に
捉
え
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
Ｏ
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
対
象
と

す
る
年
齢
層
や
成
果（
資
格
水
準
等
）

に
つ
い
て
よ
り
明
確
な
目
標
を
設
け

る
よ
う
、ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
・
技
能
省
に
求
め
て
い
る
。

　

な
お
、
政
府
は
今
年
一
〇
月
よ
り
、

一
六
︱
一
八
歳
層
の
ア
プ
レ
ン
テ
ィ

ス
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
最
低
一
二
カ
月

を
下
限
と
す
る
新
た
な
規
制
を
設
け

る
予
定
だ
。

「
就
業
体
験
は
無
給
労
働
の
強
制
」

と
の
批
判
強
ま
る

　

一
方
、
就
業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

つ
い
て
も
、
急
速
に
批
判
の
声
が
強

ま
っ
て
い
る
。
求
職
者
手
当
等
の
受

給
者
に
対
し
て
は
現
在
、
企
業
等
で

の
無
給
の
就
労
を
内
容
に
含
む
複
数

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
提
供
さ
れ
て
い
る

（
表
参
照
）
が
、
多
く
は
自
発
的
な

参
加
が
前
提
だ
。
参
加
希
望
者
は
、

受
け
入
れ
先
企
業
等
で
一
定
期
間
の

就
労
経
験
を
積
み
、
ま
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
っ
て
は
終
了
時
に
採
用
面
接

の
機
会
が
提
供
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
雇

用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る（
３
）。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
本
人
の
希
望

と
は
無
関
係
な
業
種
で
の
単
純
労
働

に
従
事
す
る
ケ
ー
ス
や
、
無
給
の
労

働
力
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
な

ど
も
み
ら
れ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参

加
が
実
質
的
な
雇
用
に
結
び
つ
い
て

い
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た

と
こ
ろ
だ
。
ま
た
、
就
業
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
本
来
自
発
的
な
参
加
が
前

提
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
始

か
ら
一
週
間
を
超
え
る
と
、
適
切
な

理
由
な
く
参
加
を
中
止
し
た
場
合
に

は
一
定
期
間
の
給
付
停
止
と
い
う
制

裁
を
受
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
１
週

間
以
内
の
中
止
で
あ
れ
ば
制
裁
措
置

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
が
参
加
者
に
十
分
に
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
も
、
批

判
を
招
く
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
二

〇
一
一
年
一
一
月
に
は
、
デ
ィ
ス
カ

ウ
ン
ト
ス
ト
ア
で
の
就
業
体
験
に
参

加
し
た
若
者
が
、
給
付
に
関
す
る
制

裁
を
盾
に
無
給
労
働
を
強
制
さ
れ
た

こ
と
は
人
権
侵
害
に
あ
た
る
と
し
て
、

雇
用
年
金
省
を
提
訴
し
て
い
る
。
ま

た
二
月
に
は
、
小
売
業
大
手
の
テ
ス

コ
に
よ
る
深
夜
労
働
の
求
人
が
、（
同

社
に
よ
れ
ば
）
誤
っ
て
求
職
者
手
当

の
受
給
者
向
け
の
無
給
の
求
人
と
し

て
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ス
の
ウ
ェ

海
外
労
働
事
情

図　年齢階層別、主要な業種別アプレンティスシップ参加者数の推移（単位：人）

資料出所：Apprenticeship Supplementary Tables （Data Service ウェブサイト）
　　　　　 （http://www.thedataservice.org.uk/statistics/statisticalfirstrelease/sfr_supplementary_

tables/Appren ticeship_sfr_supplementary_tables/）
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ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
こ
う
し
た
無
給
労
働

を
利
用
す
る
企
業
に
対
す
る
多
く
の

批
判
を
招
い
た
。
左
派
系
の
市
民
団

体R
ight to W

ork

や
小
売
業
労
組

Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｗ
な
ど
は
、
テ
ス
コ
や
マ

ク
ド
ナ
ル
ド
と
い
っ
た
就
業
体
験
の

受
け
入
れ
企
業
に
対
し
て
店
頭
で
の

デ
モ
を
実
施
、
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
も

こ
の
問
題
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
。

　

こ
う
し
た
批
判
を
受
け
て
、
二
月

下
旬
ま
で
に
小
売
業
大
手
の
セ
イ
ン

ズ
ベ
リ
ー
や
ア
ズ
ダ
、
書
店
の

ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ト
ー
ン
の
ほ
か
、
衣

料
品
や
家
電
小
売
な
ど
の
大
手
企
業

が
相
次
い
で
就
業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

へ
の
不
参
加
を
表
明
し
た（
４
）。
ま

た
一
連
の
批
判
の
発
端
と
な
っ
た
テ

ス
コ
は
、
政
府
に
対
し
て
参
加
者
へ

の
制
裁
を
停
止
し
文
字
通
り
の
任
意

参
加
と
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
が
、

そ
の
後
、
賃
金
（
金
額
は
不
明
）
を

支
払
う
四
週
間
の
独
自
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
導
入
を
発
表
し
た
。
既
存
の
参
加

者
は
、
求
職
者
手
当
を
受
給
し
て
既

存
の
無
給
の
就
業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
留
ま
る
か
、
良
好
に
終
了
す
れ
ば

雇
用
が
提
供
さ
れ
る
有
給
の
四
週
間

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
か
を
選

択
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

　

グ
レ
イ
リ
ン
グ
雇
用
担
当
相
は
当

初
、就
業
体
験
に
対
す
る
批
判
を「
仕

事
の
選
り
好
み
」
と
一
蹴
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
あ
く
ま
で
自
発
的
な
も
の
で

あ
る
と
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
た

が
、
相
次
ぐ
企
業
の
離
脱
に
対
応
を

迫
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
三
月
一
日

に
は
、
主
だ
っ
た
受
け
入
れ
企
業
を

招
い
て
会
合
を
開
催
、
就
業
体
験
プ

ロ
グ
ラ
ム
へ
の
協
力
を
重
ね
て
求
め

た
が
、
多
く
の
企
業
か
ら
制
裁
措
置

の
廃
止
を
強
く
要
請
さ
れ
た
と
み
ら

れ
、
同
大
臣
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る

意
向
を
示
し
た
。

　

な
お
現
地
報
道
に
よ
れ
ば
、
障
害

や
病
気
を
理
由
に
雇
用
・
生
活
補
助

手
当
を
受
給
し
て
い
る
就
労
困
難
者

に
も
、
就
業
体
験
を
義
務
付
け
る
案

が
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
。
失
業
者

と
同
様
、
給
付
停
止
の
制
裁
が
設
け

ら
れ
、
ま
た
目
下
の
と
こ
ろ
期
間
の

上
限
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
現
状
で
は
無
期
限
の
無
給
労
働

を
強
い
ら
れ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

［
注
］

１　

一
六
歳
以
上
層
で
は
失
業
率
が
八
・

四
％
（
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
︱
一
九
九

五
年
以
降
最
悪
）、
失
業
者
数
二
六
七
万

人
（
四
万
八
〇
〇
〇
人
増
）。

２　

N
A

O
 "A

dult A
pprenticeship"

。
た

だ
し
報
告
書
は
、
一
九
歳
以
上
の
参
加

者
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
歳

未
満
の
状
況
は
分
析
に
含
ま
れ
て
い
な

い
。

３　

政
府
は
就
業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通

じ
た
採
用
実
績
を
公
表
し
て
い
な
い
が
、

一
部
の
大
手
企
業
が
公
表
し
た
数
値
は

二
〇
～
二
五
％
、
全
体
平
均
は
こ
れ
よ

り
は
る
か
に
低
い
と
み
ら
れ
る
。
参
加

者
側
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
、

受
け
入
れ
先
か
ら
「
勤
勉
で
、
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
に
長
け
て
い
る
」
と
い
っ
た
内

容
が
記
さ
れ
た
紹
介
状
が
出
さ
れ
る
こ

と
な
ど
。

４　

セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
社
は
従
来
か
ら
政

府
の
就
業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し

て
お
ら
ず
、
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基

づ
く
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
が
、
同

社
の
支
店
に
対
す
る
民
間
の
就
労
支
援

プ
ロ
バ
イ
ダ
に
よ
る
再
三
の
勧
誘
を
排

し
て
、
自
社
制
度
の
利
用
を
徹
底
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
通
達
を
出
し
た
と
い

う
（C

hannel 4

の
報
道
に
よ
る
）。

【
参
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ア
メ
リ
カ

過
去
四
〇
年
間
で
婚
姻
率
が

大
幅
低
下
―
所
得
低
下
と
女

性
の
労
働
参
加
が
要
因

　

一
九
七
〇
年
と
比
較
し
て
二
〇
一

〇
年
の
婚
姻
率
が
男
女
と
も
大
幅
に

低
下
し
た
と
す
る
報
告
を
ブ
ル
ッ
キ

ン
グ
ス
研
究
所
が
行
な
っ
た
。
二
〇

一
〇
年
の
結
果
を
み
る
と
、
三
〇
か

ら
五
〇
歳
の
男
性
の
所
得
上
位
一

〇
％
の
八
三
％
が
結
婚
し
て
い
る
の

に
対
し
、
所
得
中
位
層
で
は
わ
ず
か

に
六
四
％
し
か
結
婚
し
て
お
ら
ず
、

所
得
下
位
四
分
の
一
層
の
婚
姻
率
は

六
〇
％
に
留
ま
る
。
以
下
、
報
告
に

基
づ
い
て
取
り
ま
と
め
た
。

表　就労体験を含む就労支援プログラム

プログラム 概　　　　　　要 期　　間

就労体験
（Work experience）

就業経験のない16 ～ 24歳層で、13週間超の求職者手当受給者が対象。
受け入れ先企業で週25 ～ 30時間就労、参加中は求職者手当を受給する。
参加は任意だが、受け入れ先で1週間を経た参加者が適切な理由なく中
断する場合、2週間の求職者手当の支給停止となる。

最長8週間

業種別ワーク・
アカデミー

（Sector Based Work 
Academy）

求職者手当受給者（年齢制限なし）が対象。小売、ホスピタリティ、介護
などの業種における基礎的な資格の取得を目標に、官民の教育訓練機関

（継続教育カレッジや民間訓練プロバイダ等）による訓練と就労体験が提
供され、終了時には実際の求人の面接機会が提供される。参加は任意だ
が、就労体験と同様に中断に対しては給付停止の制裁措置あり。

最長6週間

義務的就労活動
（Mandatory Work 
Activity）

3カ月を超えて求職者手当を受給している者（年齢制限なし）が対象。ジ
ョブセンタープラスのアドバイザーが必要と認めた（受給者が就職や仕
事を維持する上で必要な行動に関する理解を欠いていると判断した）場
合、「地域コミュニティの利益になる活動」への参加を義務付けることが
できる。具体的には、住宅の保守作業、古い家具の補修、非営利団体で
の補助的活動のほか、明確にコミュニティの利益になる場合は、営利団
体での就労も含まれる。受け入れ先は、政府からの補助金を得て参加者
を支援する。参加者は週30時間まで就労、求職者手当のほか、交通費・
託児費用の支給が受けられる。適切な理由なく参加をやめた場合は、1
回目が13週、2回目（前回の中止から12カ月以内）が26週の手当支給停止。

最長4週間

ワーク・プログラム
（Work Programme）

ワーク･プログラム参加者（18-24歳層は通常9カ月超、25歳以上層は12カ
月超の求職手当受給者、このほか就労困難者など。プログラムへの参加
は最長2年。）のうち、就労支援の一環として、プロバイダーにより就労
体験が提供された者*。

最長4週間

ワーク・トライアル
（Work Trials）

求職者手当受給者（年齢制限なし）が対象。雇用主と参加者（受給者）の間
で試用期間が合意される。参加は任意で、参加期間中は求職者手当等の
ほか、交通費等が実費で支給される。

最長6週間
（通常2週間)

長期失業者向けコミュ
ニティ・ワーク

（Community work for 
long-term unemployed）

4地域での試行の後、2013年から全国での実施が予定されているプログ
ラムで、2年間のワーク・プログラムが終了しても仕事を得られていな
い求職者手当受給者が対象。週30時間のコミュニティ・ワークに従事す
る。参加は義務で、離脱者には給付停止措置が適用される。

最長6カ月

*　 雇用年金省（DWP）によるワーク・プログラムのプロバイダ向けガイダンスは、「参加を義務化しない場合、全国
最低賃金規則が適用される」として、就労体験を提供する場合は参加を義務化（参加しない場合は手当の支給停
止）するようプロバイダに求めていた。しかし、就労体験を任意参加とすべきとの受け入れ企業からの要請に対
応する形で、ガイダンスからこの記述が削除された。

資料出所： Centre for Economic and Social Inclusion、Department for Work and Pensions、Channel 4ウェブサ
イト

　　　　　（http://www.cesi.org.uk/keypolicy/government-work-experience-schemes-what-are-differences）
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所
得
低
下
に
よ
る
男
性
の
婚
姻
率

低
下

　

一
九
七
〇
年
の
三
〇
か
ら
五
〇
歳

の
男
性
の
婚
姻
率
は
、
所
得
上
位
一

〇
％
層
が
九
五
％
、
所
得
中
位
層
が

九
一
％
、
所
得
下
位
四
分
の
一
層
が

八
六
％
だ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
に
は

所
得
上
位
一
〇
％
と
所
得
下
位
四
分

の
一
層
と
で
婚
姻
率
に
九
ポ
イ
ン
ト

の
差
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
お
お
よ
そ

ど
の
所
得
階
層
で
も
婚
姻
率
は
高

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
〇
年

ま
で
の
四
〇
年
間
に
す
べ
て
の
所
属

階
層
で
婚
姻
率
が
低
下
し
て
い
る
。

　

そ
の
内
訳
は
、
所
得
上
位
一
〇
％

層
が
一
二
ポ
イ
ン
ト
減
、
所
得
中
位

層
が
二
七
ポ
イ
ン
ト
減
、
所
得
下
位

四
分
の
一
層
が
二
六
ポ
イ
ン
ト
減
で

あ
る
。
な
か
で
も
所
得
中
位
層
と
所

得
下
位
四
分
の
一
層
の
婚
姻
率
低
下

が
著
し
い
。
こ
の
間
に
離
婚
率
も
上

昇
し
た
が
、
同
時
に
一
度
も
結
婚
し

た
こ
と
が
な
い
男
性
の
数
も
上
昇
し

た
。
所
得
上
位
一
〇
％
層
と
所
得
下

位
四
〇
％
層
の
婚
姻
率
の
差
は
一
九

七
〇
年
の
九
ポ
イ
ン
ト
か
ら
二
〇
一

〇
年
の
二
三
ポ
イ
ン
ト
に
大
幅
に
拡

大
し
た
。

　

こ
の
理
由
と
し
て
、
報
告
は
世
帯

所
得
の
低
下
に
注
目
し
た
。
所
得
中

位
層
の
所
得
が
お
よ
そ
二
八
％
減
少

す
る
な
ど
、
所
得
格
差
が
拡
大
し
た

こ
と
が
婚
姻
率
低
下
に
影
響
し
て
い

る
と
す
る
。

労
働
参
加
率
の
上
昇
と
女
性
の
婚

姻
率
低
下

　

女
性
の
婚
姻
率
も
男
性
と
同
様
に

低
下
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は

男
性
と
異
な
る
要
因
が
あ
る
。

　

一
九
七
〇
年
と
二
〇
一
〇
年
を
比

較
す
る
と
、
所
得
上
位
一
〇
％
層
で

一
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
、
婚
姻
率
が
上

昇
し
た
も
の
の
、
女
性
の
大
半
を
占

め
る
所
得
下
位
七
〇
％
層
は
一
五
ポ

イ
ン
ト
以
上
、
婚
姻
率
が
低
下
し
た
。

　

こ
の
間
の
女
性
の
所
得
は
男
性
と

反
対
の
動
き
を
み
せ
た
。
つ
ま
り
、

女
性
の
所
得
は
伸
び
た
の
で
あ
る
。

中
位
所
得
で
み
る
と
、
一
万
九
〇
〇

〇
ド
ル
か
ら
三
万
ド
ル
へ
と
増
加
し

た
。

　

こ
の
理
由
は
、
一
九
七
〇
年
に
は

四
四
％
だ
っ
た
所
得
の
な
い
層
が
二

〇
一
〇
年
に
は
二
五
％
へ
減
少
し
た

こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
業
主
婦

の
割
合
が
低
下
し
て
女
性
の
労
働
参

加
率
が
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
女
性
の
所
得
が
伸
び
た
。

こ
れ
は
即
ち
、
女
性
に
と
っ
て
結
婚

以
外
の
選
択
肢
が
増
え
る
こ
と
や
、

仕
事
上
の
成
功
を
結
婚
よ
り
も
優
先

す
る
こ
と
で
婚
姻
率
が
下
が
っ
た
可

能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

世
帯
年
収
の
低
下
と
職
業
能
力
の

関
係

　

女
性
の
労
働
参
加
率
が
高
ま
る
こ

と
で
、
女
性
の
所
得
は
伸
び
た
も
の

の
、
そ
れ
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
男
性

の
所
得
が
低
下
し
た
こ
と
で
、
夫
と

妻
の
所
得
を
合
算
し
た
世
帯
年
収
は

低
下
傾
向
に
あ
る
。
四
四
％
の
家
庭

で
世
帯
年
収
が
低
下
し
た
。

　

ま
た
、
過
去
四
〇
年
間
に
離
婚
率

が
高
ま
り
、
低
所
得
の
母
子
家
庭
が

増
加
し
た
こ
と
も
問
題
を
深
刻
に
し

て
い
る
。
母
子
家
庭
の
子
供
は
、
両

親
が
共
働
き
を
し
て
い
る
家
庭
の
子

供
と
比
べ
て
、
相
対
的
に
貧
困
な
状

態
に
お
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

世
帯
年
収
の
低
下
、
低
所
得
の
母

子
家
庭
の
増
加
は
、
子
供
へ
の
教
育

投
資
の
低
下
を
招
き
、
貧
困
が
将
来

の
世
代
に
引
き
継
が
れ
る
可
能
性
を

高
め
て
い
る
。

　

報
告
で
は
、「
婚
姻
率
を
上
昇
に
転

じ
さ
せ
る
特
効
薬
は
な
い
」、
と
し

な
が
ら
も
、
教
育
と
職
業
訓
練
に
対

す
る
投
資
を
高
め
る
こ
と
で
、
貧
困

家
庭
の
子
供
た
ち
の
将
来
の
経
済
的

安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

婚
姻
率
低
下
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

【
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考
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ド
イ
ツ

移
民
に
よ
る
起
業
数
、
五
年

前
よ
り
二
五
％
増
加
―
経
済

技
術
省
調
査

　

経
済
技
術
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｗ
ｉ
）
が
二

月
に
発
表
し
た
調
査
結
果
に
よ
る
と
、

二
〇
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
た
四
〇
万

の
企
業
の
う
ち
、
一
三
万
は
移
民
に

よ
る
も
の
で
、
そ
の
数
は
四
年
前
の

〇
五
年
と
比
較
す
る
と
約
二
五
％
増

加
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ド
イ
ツ
で
起
業
し
た
三
人
に
一

人
が
移
民
と
い
う
計
算
に
な
る
。

新
規
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
移
民
に
よ
る

起
業
が
増
加

　

近
年
で
は
、
特
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
な

ど
新
規
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
か
ら
移
住
し
た

者
に
よ
る
起
業
の
増
加
が
顕
著
で
あ

る
。
全
就
業
者
に
占
め
る
起
業
希
望

者
の
割
合
は
、
ド
イ
ツ
人
を
一
と
し

た
場
合
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
一
五
と

非
常
に
高
く
、
な
か
で
も
建
設
分
野

の
起
業
が
目
立
っ
て
多
い
。
今
回
の

調
査
結
果
で
も
、
起
業
し
た
ポ
ー
ラ

ン
ド
人
の
三
分
の
一
が
こ
の
分
野
で

活
動
し
て
い
た
。

　

同
様
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の
起
業

も
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま

で
に
六
三
％
以
上
増
加
し
て
お
り
、

こ
の
ほ
か
女
性
の
数
も
僅
か
な
が
ら

増
加
し
て
い
た
。

　

今
回
の
調
査
結
果
か
ら
、
そ
れ
ま

で
移
民（
注
）の
伝
統
的
な
起
業
分
野

で
あ
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
飲
食
業

や
小
売
の
ほ
か
に
、
知
的
産
業
や
飲

食
と
小
売
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
分
野
で

の
起
業
も
増
加
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ

人
に
よ
る
起
業
の
業
種
分
布
に
近
似

し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

経
済
相
は
歓
迎

　

経
済
技
術
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｗ
ｉ
）
は
二

〇
一
〇
年
か
ら
新
た
に
、
ド
イ
ツ
国

内
で
の
起
業
を
促
進
す
る
た
め
に

「
起
業
家
の
国
ド
イ
ツ
」
と
い
う
一

連
の
支
援
策
（
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
）
を

行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、①「
起

業
家
週
間
」
を
設
け
て
広
報
・
啓
発

活
動
の
実
施
、
②
学
校
や
大
学
に
お

け
る
起
業
関
連
教
育
の
重
点
化
、
③

融
資
制
度
の
改
善
、
④
将
来
の
企
業

承
継
者
で
あ
る
企
業
内
の
中
間
層
に

対
す
る
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
な

ど
を
行
っ
て
お
り
、
対
象
に
は
移
民

も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
調
査
は
、
同
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
の
枠
内
で
「
移
民
の
起
業
状
況
と

そ
の
政
策
ニ
ー
ズ
」
を
探
る
た
め
に

実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
起
業
志

望
者
に
対
す
る
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ

ス
な
ど
も
実
施
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ

商
工
会
議
所
（
Ｄ
Ｉ
Ｈ
Ｋ
）、
ド
イ

ツ
手
工
業
中
央
連
盟
（
Ｚ
Ｄ
Ｈ
）、

お
よ
び
連
邦
自
由
業
連
盟（
Ｂ
Ｆ
Ｂ
）

な
ど
が
政
府
に
協
力
し
て
積
極
的
に

支
援
し
て
い
る
。

　

レ
ス
ラ
ー
経
済
技
術
相
は
今
回
の

調
査
結
果
に
つ
い
て
、「
外
国
に
ル
ー

ツ
を
持
つ
起
業
家
が
ド
イ
ツ
で
増
加

す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
成
長

に
と
っ
て
非
常
に
良
い
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
新
た
な
経
済
効
果
が
も
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た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、

革
新
的
な
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
生
み

出
し
、
経
営
者
と
し
て
独
立
す
る
意

欲
を
持
つ
独
創
的
な
頭
脳
の
持
ち
主

を
常
に
必
要
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
、

移
民
に
よ
る
起
業
の
増
加
を
歓
迎
し

た
。移

民
の
起
業
率
が
高
い
要
因
―
Ｉ

Ａ
Ｂ
調
査

　

労
働
市
場
・
職
業
研
究
所
（
Ｉ
Ａ

Ｂ
）が
二
〇
一
一
年
に
実
施
し
た「
世

界
起
業
モ
ニ
タ
ー（
Ｇ
Ｅ
Ｍ
）調
査
」

に
よ
る
と
、
他
国
と
比
較
し
て
ド
イ

ツ
は
起
業
が
少
な
い
国
と
し
て
分
類

さ
れ
て
い
る
（
図
）。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
起
業
で
の
移

民
の
割
合
が
高
い
こ
と
が
今
回
の
調

査
で
判
明
し
た
。
Ｉ
Ａ
Ｂ
は
そ
の
理

由
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
。
一
つ

は
失
業
リ
ス
ク
だ
。
語
学
力
・
文
化

的
背
景
の
壁
、
求
職
時
の
固
定
観
念

や
差
別
の
壁
、
自
国
で
の
公
教
育
の

修
了
資
格
が
認
定
さ
れ
な
い
こ
と
な

ど
に
よ
っ
て
、
移
民
は
ド
イ
ツ
国
民

に
比
べ
二
倍
の
高
さ
の
失
業
リ
ス
ク

を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
が
起
業
の
動

機
を
強
め
て
い
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
よ
り
も
起
業
が
盛

ん
な
国
か
ら
来
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に

は
希
薄
な
文
化
的
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
を

持
ち
、
加
え
て
独
自
の
社
会
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
も
有
し
て
い
る
こ
と
も
影

響
し
て
い
る
、
と
見
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
良
い
暮
ら
し
を
求
め
て

移
住
し
て
き
た
移
民
の
多
く
の
人
物

像
は
、
本
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
同

国
人
と
比
較
し
て
、
向
上
心
、
独
立

志
向
、
自
己
信
頼
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
適
応
能
力
な
ど
が
顕
著
に
高
い

と
い
う
特
徴
を
有
し
、
そ
の
特
徴
は

起
業
を
促
す
要
因
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。

　

調
査
結
果
に
よ
る
と
、
起
業
し
た

事
業
内
容
の
新
規
性
・
改
革
性
と
い

う
見
地
で
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
と
移

民
と
の
間
に
大
き
な
差
は
見
当
た
ら

ず
、
起
こ
し
た
企
業
規
模
で
は
移
民

の
ほ
う
が
ド
イ
ツ
人
よ
り
も
大
き
い

こ
と
も
わ
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
移

民
に
よ
る
起
業
の
ほ
う
が
大
き
な
雇

用
効
果
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
経
済
に
重

要
な
貢
献
を
し
て
い
る
、
と
Ｉ
Ａ
Ｂ

は
結
論
づ
け
て
い
る
。

［
注
］

　

正
確
に
は
、「
移
民
の
背
景
を
持
つ
者

（M
igrationshintergrund

）」
と
表
現
さ

れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
在
住
の
外
国
籍
を
有

す
る
者
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
へ
移
住
し
て
き

て
ド
イ
ツ
国
籍
を
取
得
し
た
者
も
含
む
。
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フ
ラ
ン
ス

雇
用
対
策
と
消
費
税
引
き
上
げ

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
一
月
一
八
日
、

四
・
三
億
ユ
ー
ロ
規
模
に
上
る
雇
用

対
策
を
発
表
し
た
。
内
容
は
、
長
期

失
業
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
拡
充
、

公
共
職
業
安
定
所
の
職
員
増
加
、
零

細
企
業
で
採
用
さ
れ
た
若
年
者
の
社

会
保
険
料
・
使
用
者
負
担
の
実
質
的

免
除
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
あ
わ
せ
て
、

消
費
税
（
付
加
価
値
税
）
を
一
・
六

ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
、
一
〇
月
一
日

か
ら
二
一
・
二
％
と
す
る
方
針
を
明

ら
か
に
し
た
。

１　

経
済
危
機
に
対
す
る
雇
用
対
策

　

経
済
危
機
へ
の
対
応
策
と
し
て
の

雇
用
対
策
案
は
、
労
働
組
合
代
表
、

使
用
者
団
体
代
表
を
エ
リ
ゼ
宮
（
大

統
領
官
邸
）
に
集
め
た
会
合
で
発
表

さ
れ
た
。
主
な
内
容
は
、
①
「
部
分

的
就
業｣

の
促
進
、
②｢

解
雇
よ
り

も
職
業
訓
練｣

政
策
の
促
進
、
③
零

細
企
業
に
採
用
さ
れ
た
若
者
の
社
会

保
険
料
使
用
者
負
担
完
全
免
除
、
④

求
職
者
の
職
業
訓
練
促
進
、
⑤
公
共

職
業
安
定
所
の
職
員
増
員
な
ど
で
あ

る
。

（
１
）｢

部
分
的
就
業｣

の
促
進

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
景
気
の
悪
化
な

ど
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
事
業
活

動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業

主
が
、
そ
の
従
業
員
を
一
時
的
に
休

業
（「
部
分
的
失
業
（chôm

age 
partiel

）」）
さ
せ
る
場
合
、
事
業
主

は
そ
の
休
業
期
間
中
、
賃
金
の
一
定

割
合
を
支
給
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
１
）。
今
回
の
対
策
で
は
、
こ
の｢

部
分
的
失
業｣

に
対
す
る
助
成
金
支

給
の
決
定
を
迅
速
化
す
る
と
共
に
、

休
業
中
の
職
業
訓
練
受
講
を
促
進
さ

せ
る
こ
と
と
し
た
。
つ
ま
り
完
全
な

失
業
者
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
に｢

部

分
的
失
業｣

を
促
進
さ
せ
る
も
の
だ

が
、
政
府
が
失
業
を
促
進
さ
せ
る
訳

に
は
い
か
な
い
た
め
、｢

部
分
的
就

業
（activité professionnelle

）｣

の
促
進
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。（
一
・

〇
億
ユ
ー
ロ
）

（
２
）｢

解
雇
よ
り
も
職
業
訓
練

(form
er plutôt que 

licencier

）｣

政
策
の
促
進

　

産
業
構
造
の
変
化
な
ど
に
よ
り
衰

退
傾
向
に
あ
る
地
域
や
業
種
で
、
企

業
の
近
代
化
や
そ
れ
に
伴
う
労
働
者

の
職
業
訓
練
を
促
進
す
る
こ
と
も
、

今
回
の
雇
用
対
策
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

こ
れ
は
、
産
業
や
労
働
者
を
育
成
す

る
こ
と
で
、
解
雇
を
避
け
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
政
策
で
あ
る
。（
〇
・

四
億
ユ
ー
ロ
）

（
３
）
零
細
企
業
に
採
用
さ
れ
た
若

者
の
社
会
保
険
料
使
用
者
負

担
完
全
免
除

　

従
業
員
数
一
〇
人
未
満
の
企
業
で
、

二
六
歳
未
満
の
若
年
者
を
最
低
賃
金

（
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
）
で
採
用
し
た
場
合
、

一
年
間
に
わ
た
り
社
会
保
険
料
の
使

用
者
負
担
分
を
完
全
に
免
除
す
る

（
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
以
上
の
賃
金
の
場
合
は
、

Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
一
・
六
倍
の
賃
金
ま
で

図　起業に関する国際比較
（18 ～ 64歳人口に占める割合、％）

資料出所：GEM-Bevölkerungsbefragung 2009/2010, IAB
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賃
金
額
に
応
じ
て
一
部
免
除
）。
こ

れ
は
、
一
月
一
八
日
以
降
六
カ
月
間

に
、
無
期
雇
用
契
約
か
雇
用
期
間
一

カ
月
以
上
の
有
期
雇
用
契
約
で
採
用

し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。（
一
・
〇

億
ユ
ー
ロ
）

（
４
）
求
職
者
の
職
業
訓
練
促
進

　

失
業
者
（
求
職
者
）
へ
の
職
業
訓

練
促
進
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
特
に
、

失
業
期
間
が
二
年
を
超
え
る
長
期
失

業
者
に
対
し
て
職
業
訓
練
の
受
講
や

特
殊
雇
用
契
約
に
よ
る
就
業
を
促
す

な
ど
、
公
共
職
業
安
定
所
（P

ôle 
em

ploi

）
で
の
再
就
職
支
援
を
強
化

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。（
一
・
五
億

ユ
ー
ロ
）

（
５
）
公
共
職
業
安
定
所
の
職
員
増

員

　

失
業
者
数
の
急
増
に
よ
る
業
務
の

増
加
で
、
全
国
の
公
共
職
業
安
定
所

は
人
員
不
足
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
急
遽
、
全
国
で
一
〇
〇
〇
人

を
有
期
雇
用
契
約
で
追
加
採
用
す
る

こ
と
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
措
置
は
、
緊
急
措
置
と

し
て
順
次
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
財
政
悪
化
を
防
ぐ
た
め
、
財

源
の
た
め
の
新
た
な
国
債
発
行
な
ど

は
行
わ
ず
、
予
算
の
組
み
替
え
な
ど

に
よ
り
調
達
す
る
と
し
て
い
る
。
な

お
、
削
減
さ
れ
た
具
体
的
な
予
算
は

不
明（
２
）。

２　

消
費
税
率
引
き
上
げ
を
含
む
国

際
競
争
力
向
上
策

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
一
月
二
九
日
、

フ
ラ
ン
ス
の
国
際
競
争
力
向
上
策
を

発
表
、
翌
三
〇
日
、
フ
ィ
ヨ
ン
首
相

に
よ
り
そ
の
詳
細
が
発
表
さ
れ
た
。

主
な
内
容
は
、
①
労
務
コ
ス
ト
軽
減

の
た
め
の
消
費
税
の
税
率
引
き
上
げ
、

②
競
争
力
を
つ
け
る
た
め
の
労
使
交

渉
の
促
進
、
③
研
修
生
や
見
習
い
の

促
進
な
ど
で
あ
る
。

（
１
）
労
務
コ
ス
ト
軽
減
の
た
め
の

消
費
税
率
引
き
上
げ

　

生
産
に
要
す
る
コ
ス
ト
を
企
業
が

削
減
し
、
国
内
・
国
際
市
場
で
の
価

格
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
、
家
族
手

当（
３
）に
関
す
る
保
険
料
使
用
者
負

担
を
軽
減
し
、
企
業
の
労
務
コ
ス
ト

を
軽
減
す
る
。
具
体
的
に
は
、
最
低

賃
金
（
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
）
の
二
・
一
倍
未

満
の
賃
金
（
手
取
り
月
額
賃
金
で
二

三
〇
〇
ユ
ー
ロ
未
満
）
に
は
、
家
族

手
当
に
対
す
る
保
険
料
使
用
者
負
担

分
が
課
さ
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
Ｓ

Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
二
・
一
倍
か
ら
二
・
四
倍

（
二
六
五
〇
ユ
ー
ロ
）
ま
で
の
賃
金

に
対
し
て
は
、
同
保
険
料
の
使
用
者

負
担
分
が
免
除
と
は
な
ら
な
い
が
、

保
険
料
率
は
現
行
よ
り
引
き
下
げ
ら

れ
る
。
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
二
・
四
倍
以
上

の
場
合
は
、
保
険
料
率
は
現
行
の
ま

ま
据
え
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ

の
結
果
、
賃
金
が
一
五
三
〇
ユ
ー
ロ

の
者
の
労
務
コ
ス
ト
負
担
が
お
よ
そ

八
〇
ユ
ー
ロ
、
一
七
五
〇
ユ
ー
ロ
で

は
一
二
〇
ユ
ー
ロ
、
二
三
〇
〇
ユ
ー

ロ
の
場
合
は
お
よ
そ
一
五
八
ユ
ー
ロ

軽
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
フ
ィ
ヨ

ン
首
相
）。

　

こ
の
措
置
に
よ
り
、
年
間
で
お
よ

そ
一
三
〇
億
ユ
ー
ロ
の
財
源
が
減
少

す
る
見
込
み
で
あ
る
が
、
家
族
手
当

制
度
の
諸
手
当
の
給
付
は
見
直
さ
れ

な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

財
源
不
足
分
を
、
消
費
税
（
付
加
価

値
税
）
と
一
般
福
祉
税
（
Ｃ
Ｓ
Ｇ
：

C
ontribution S

ociale G
énéral-

isée

）
の
一
部
の
税
率
を
引
き
上
げ

る
こ
と
で
補
う
と
し
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
現
在
一
九
・
六
％
の
消
費

税
率
を
一
・
六
ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
、

二
一
・
二
％
と
し
、
一
〇
六
億
ユ
ー

ロ
を
確
保
す
る
（
軽
減
税
率
は
現
行

の
ま
ま
）。
ま
た
、
一
般
福
祉
税
の

う
ち
、
資
産
収
入
に
課
さ
れ
る
税
率

を
二
ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
、
現
行
の

八
・
二
％
か
ら
一
〇
・
二
％
と
し
、

二
六
億
ユ
ー
ロ
の
増
収
を
見
込
ん
で

い
る
（
Ｃ
Ｓ
Ｇ
は
資
産
収
入
の
他
、

勤
労
収
入
、
年
金
収
入
な
ど
に
課
さ

れ
る
）。
こ
れ
ら
の
社
会
保
険
料
使

用
者
負
担
分
の
引
き
下
げ
及
び
消
費

税
率
・
一
般
福
祉
税
率
の
引
き
上
げ

の
実
施
は
、
今
年
の
一
〇
月
一
日
を

予
定
し
て
い
る
。

　

フ
ィ
ヨ
ン
首
相
は
こ
れ
ら
の
措
置

に
関
し
、｢

労
務
コ
ス
ト
の
負
担
と

な
っ
て
い
た
社
会
保
険
料
の
一
部
を
、

よ
り
広
く
、
経
済
競
争
力
に
有
利
な

財
源
に
移
譲
す
る
も
の｣

と
説
明
、

競
争
力
強
化
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
輸

入
品
に
も
課
税
し
、
輸
入
品
と
国
内

製
品
と
の
価
格
差
を
縮
小
さ
せ
る
と

と
も
に
、
社
会
保
障
の
財
源
を
確
保

す
る
と
言
明
し
た
。
ま
た
同
首
相
は
、

消
費
税
の
軽
減
税
率（
４
）に
は
変
更

は
な
く
、
食
品
や
医
薬
品
な
ど
の
価

格
に
直
接
的
な
影
響
が
な
い
こ
と
も

強
調
し
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、

消
費
税
の
通
常
税
率
が
課
さ
れ
て
い

る
製
品
の
価
格
は
上
昇
す
る
見
込
み

で
あ
る
が
、
生
産
コ
ス
ト
の
低
下
で
、

国
内
製
品
の
価
格
は
下
落
し
、
そ
れ

に
よ
り
、
消
費
者
に
は
大
き
な
影
響

が
無
い
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
措
置
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

製
造
業
の
事
業
所
の
国
外
移
転
の
動

き
を
阻
止
す
る
狙
い
も
あ
る
。
製
造

業
で
は
八
〇
％
の
賃
金
労
働
者
が
Ｓ

Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
二
・
四
倍
未
満
の
賃
金
で

就
業
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
同
産

業
に
お
け
る
労
務
コ
ス
ト
の
軽
減
が

期
待
で
き
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
Ｓ

Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
一
・
六
倍
ま
で
の
賃
金
に

対
し
て
は
、
各
種
社
会
保
険
料
使
用

者
負
担
分
の
減
免
制
度
が
す
で
に
存

在
し
て
お
り
、
従
っ
て
こ
の
措
置
は
、

既
存
の
低
賃
金
労
働
者
に
対
す
る
社

会
保
険
料
使
用
者
負
担
分
減
免
策
を
、

中
間
所
得
者
層
に
ま
で
拡
大
し
た
も

の
と
も
言
え
る
。

　

な
お
、
政
府
は
当
初
、
消
費
税
の

税
率
引
き
上
げ
で
は
な
く
社
会
福

祉
・
付
加
価
値
税
（T

V
A

 sociale 

）
の
導
入
を
目
論
ん
で
い
た
と
も
言

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
実
質

的
に
は
消
費
税
の
増
税
に
過
ぎ
な
い

と
の
批
判
を
受
け
、
家
族
手
当
制
度

に
お
け
る
諸
手
当
を
現
行
通
り
維
持

し
、
労
務
コ
ス
ト
削
減
を
前
面
に
押

し
出
す
こ
と
に
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。

（
２
）
競
争
力
を
つ
け
る
た
め
の
労

使
交
渉
の
促
進

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
就
労
形
態
、
労

働
時
間
、
賃
金
な
ど
が
産
業
別
の
協

定
に
縛
ら
れ
、
企
業
活
動
の
繁
閑
に

応
じ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
難

し
い
。
そ
こ
で
、
労
働
条
件
を
柔
軟

に
変
更
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

企
業
の
競
争
力
や
雇
用
に
問
題
が
生

じ
た
場
合
、
企
業
内
で
労
使
交
渉
を

行
い
、
個
々
の
企
業
の
状
況
に
応
じ

て
、
労
働
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
す
る
方
針
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
雇
用
契
約
上
の
規
定
の

一
時
的
変
更
を
可
能
と
す
る
こ
と
が

狙
い
。
フ
ィ
ヨ
ン
首
相
は
こ
れ
に
関

し
、
労
働
者
団
体
の
代
表
と
再
度
協

議
の
上
実
行
に
移
す
意
向
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
３
）
研
修
生
や
見
習
い
の
促
進

　

若
年
者
の
職
業
ス
キ
ル
の
向
上
を

め
ざ
し
、
研
修
生
や
見
習
い
の
受
け

入
れ
を
企
業
に
促
す
こ
と
も
決
ま
っ

た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
従
業
員
数
二
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五
〇
人
以
上
の
企
業
で
は
、
従
業
員

総
数
の
四
％
以
上
の
研
修
生
や
見
習

い
（
教
育
機
関
や
職
業
訓
練
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
職
業
訓
練
と
並
行
し

て
、
企
業
内
で
の
就
業
を
通
じ
た
実

地
訓
練
を
受
け
る
者
）
を
受
け
入
れ

る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

現
在
、
従
業
員
数
二
五
〇
人
以
上
の

企
業
で
実
地
訓
練
を
受
け
る
者
は
、

同
企
業
で
就
労
す
る
者
の
一
・
六
％

に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
研
修
生
や
見

習
い
の
比
率
が
一
％
未
満
の
企
業
は

半
数
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
研
修

生
・
見
習
い
受
け
入
れ
の
義
務
に
違

反
し
て
い
る
企
業
に
対
し
て
は
制
裁

金
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
現
行
の
制

裁
金
額
は
、
研
修
生
や
見
習
い
の
比

率
が
一
％
未
満
の
企
業
の
場
合
、
支

給
賃
金
総
額
の
〇
・
二
％
（
従
業
員

数
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
場
合
は
〇
・

三
％
）
で
あ
る
。
同
様
に
、
一
％
以

上
三
％
未
満
の
企
業
は
支
給
賃
金
総

額
の
〇
・
一
％
、
同
三
％
以
上
四
％

未
満
の
企
業
は
支
給
賃
金
総
額
の

〇
・
〇
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
回

の
政
府
の
発
表
に
よ
る
と
、
研
修
生

や
見
習
い
の
受
け
入
れ
を
企
業
に
促

す
た
め
、
受
け
入
れ
義
務
比
率
を

五
％
と
す
る
と
共
に
、
研
修
生
や
見

習
い
の
比
率
が
そ
れ
に
満
た
な
い
企

業
に
対
す
る
制
裁
金
を
順
次
引
き
上

げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

二
〇
一
五
年
時
点
の
制
裁
金
額
は
、

研
修
生
や
見
習
い
の
比
率
が
一
％
未

満
の
企
業
の
場
合
、
支
給
賃
金
総
額

の
〇
・
四
％
（
従
業
員
数
二
〇
〇
〇

人
以
上
の
場
合
は
〇
・
六
％
）、
同

一
％
以
上
二
％
未
満
の
場
合
は
支
給

賃
金
総
額
の
〇
・
二
％
、
同
二
％
以

上
三
％
未
満
の
場
合
は
支
給
賃
金
総

額
の
〇
・
一
％
、
同
三
％
以
上
五
％

未
満
の
場
合
は
、
支
給
賃
金
総
額
の

〇
・
〇
五
％
に
改
訂
さ
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
他
に
も
、
中
小
企
業
の

金
融
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
や
、
金

融
取
引
に
課
税
す
る
制
度
を
今
年
八

月
か
ら
導
入
す
る
こ
と
、
不
動
産
価

格
の
高
騰
と
住
宅
不
足
を
解
消
す
る

た
め
の
措
置
な
ど
が
、
今
回
の
国
際

競
争
力
向
上
策
に
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。

［
注
］

１　

そ
の
際
事
業
主
は
、
一
定
期
間
の
雇

用
継
続
な
ど
を
条
件
に
、
支
給
す
る
賃

金
の
一
部
の
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
雇
用
調
整

助
成
金
に
近
い
。

２　

四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
に
か
け
て

投
票
が
行
わ
れ
る
大
統
領
選
挙
前
へ
の

影
響
を
狙
っ
た
と
の
見
方
も
あ
る
。

３　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
家
族
手
当
公
庫

（caisses d

’A
llocations fam

iliales

） 

が
、こ
ど
も
手
当
や
生
活
保
護
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
）、

住
宅
手
当
な
ど
総
額
で
七
三
八
億
ユ
ー

ロ
（
二
〇
一
〇
年
）
に
上
る
諸
手
当
を

支
給
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
財
源
は
、

使
用
者
が
拠
出
す
る
社
会
保
険
料
で
、

お
よ
そ
四
五
％
を
占
め
て
い
る
（
家
族

手
当
制
度
に
関
し
て
は
、
労
働
者
負
担

の
保
険
料
は
な
い
）。
他
の
財
源
と
し
て

は
、
一
般
福
祉
税
な
ど
の
租
税
（
二
一
・

六
％
）、
諸
手
当
に
対
す
る
国
及
び
県
の

負
担
金
（
二
一
・
〇
％
）
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
家
族
手
当
制
度
に
か
か

る
使
用
者
負
担
の
保
険
料
率
は
五
・
四
％

で
あ
る
。

４ 

現
在
、
フ
ラ
ン
ス
の
消
費
税
の
税
率
は

原
則
と
し
て
一
九
・
六
％
で
あ
る
が
、
七
・

〇
％
、
五
・
五
％
、
二
・
一
％
の
軽
減

税
率
が
あ
る
（
海
外
県
・
海
外
領
土
の

税
率
は
一
部
異
な
る
）。
七
・
〇
％
は
、

暖
房
用
木
材
、
飼
料
、
肥
料
、
書
籍
、

飲
食
店
で
の
食
事
代
（
ワ
イ
ン
な
ど
ア

ル
コ
ー
ル
飲
料
は
除
く
）、
一
部
の
建
築

費
な
ど
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
五
・
五
％

は
、
水
及
び
ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
、

食
料
品
（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
飴
な
ど
の

菓
子
類
、
マ
ー
ガ
リ
ン
等
植
物
性
脂
質
、

キ
ャ
ビ
ア
を
除
く
）、
身
体
障
害
者
用
の

器
機
、
小
・
中
・
高
校
の
食
堂
、
二
・
一
％

は
、
一
部
の
医
薬
品
（
健
康
保
険
の
適

用
対
象
と
な
る
も
の
が
中
心
）、劇
場
（
音

楽
や
劇
の
公
演
）
の
入
場
料
、
テ
レ
ビ

の
視
聴
料
な
ど
に
課
さ
れ
る
（
租
税
法

典C
ode général des im

pôts

の
二
七

八
～
二
八
一
条A
rticle

）。
こ
の
う
ち
、

七
・
〇
％
の
税
率
は
、
今
年
一
月
一
日

に
新
た
に
導
入
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
税
率

が
五
・
五
％
で
あ
っ
た
品
目
の
一
部
の

税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

【
資
料
出
所
】
海
外
委
託
調
査
員

（
国
際
研
究
部
）

中
国

都
市
と
農
村
の
所
得
格
差
が

二
年
連
続
で
減
少

　

中
国
統
計
局
の
発
表
に
よ
る
と
、

二
〇
一
一
年
の
都
市
・
農
村
の
所
得

格
差
は
三
・
一
三
倍
だ
っ
た
。
格
差

は
相
変
わ
ら
ず
大
き
い
も
の
の
、
二

年
連
続
で
前
年
よ
り
減
少
し
た
。
欧

州
諸
国
の
金
融
危
機
に
よ
る
輸
出
の

低
迷
、
沿
岸
部
の
高
賃
金
を
嫌
う
企

業
の
西
部
優
遇
策
を
利
用
し
た
内
陸

部
へ
の
進
出
な
ど
が
原
因
と
見
ら
れ

て
い
る
。

農
村
住
民
の
所
得
は
実
質
一
一
・

四
％
増

　

一
月
、
中
国
統
計
局
は
昨
年
の
都

市
と
農
村
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
の
状
況

に
つ
い
て
、サ
ン
プ
ル
調
査（
都
市
：

六
・
六
万
人
、
農
村
：
七
・
四
万
人

を
対
象
）
の
結
果
を
発
表
し
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
都
市
住
民
の
所
得
の

平
均
は
二
一
八
一
〇
元
、
農
村
住
民

は
六
九
七
七
元
で
あ
っ
た
。
都
市
と

農
村
の
所
得
格
差
は
三
・
一
三
倍
で
、

昨
年
の
三
・
二
三
倍
か
ら
〇
・
一
ポ

イ
ン
ト
減
少
し
た
（
図
１
）。

　

都
市
住
民
の
所
得
は
、
昨
年
比
で

一
四
・
一
％
上
昇
し
た
。
イ
ン
フ
レ

要
因
を
除
く
と
、
実
質
的
に
は
八
・

四
％
の
増
加
。
主
な
要
因
は
最
低
賃

金
の
引
き
上
げ
で
あ
る
。
低
所
得
者

層
・
高
所
得
者
層
の
所
得
は
著
し
く

伸
び
た
が
、
中
間
層
の
所
得
の
伸
び

は
相
対
的
に
低
調
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
農
村
住
民
の
所
得
は
、
昨

年
比
で
一
七
・
九
％
上
昇
し
た
。
イ

ン
フ
レ
要
因
を
除
く
と
、
実
質
的
に

は
一
一
・
四
％
の
増
加
。
所
得
上
昇

1.00 
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図１　都市と農村の格差の推移（倍）

資料出所：中国統計局
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の
要
因
の
う
ち
、
賃
金
の
上
昇
分
の

寄
与
度
は
五
〇
・
三
％
で
あ
っ
た
。

賃
金
上
昇
の
主
な
要
因
は
、
出
稼
ぎ

労
働
者
の
賃
金
の
急
激
な
上
昇
で
あ

る
。
農
産
物
に
よ
る
純
収
入
の
平
均

は
、
一
八
九
七
元
で
一
〇
・
〇
％
増

加
し
た
。
豊
作
の
ほ
か
、
豚
肉
を
初

め
と
す
る
農
産
物
の
価
格
上
昇
が
影

響
し
た
。
そ
の
他
で
は
、
農
村
養
老

保
険
の
加
入
増
加
も
要
因
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
本
の
所
得
格
差
を
都
道

府
県
別
で
み
る
と
、
も
っ
と
も
所
得

の
高
い
東
京
都
と
も
っ
と
も
低
い
県

で
二
倍
強
と
な
っ
て
い
る
。
中
国
の

都
市
と
農
村
の
格
差
は
、
先
進
国
と

比
べ
る
と
極
め
て
高
い
水
準
で
あ
る
。

格
差
は
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
拡
大

傾
向
に

　

都
市
と
農
村
の
格
差
は
、
長
期
的

に
は
図
１
の
通
り
拡
大
傾
向
に
あ
る
。

一
九
七
八
年
の
鄧
小
平
に
よ
る
「
改

革
開
放
」
政
策
実
施
以
後
、
一
九
八

五
年
ご
ろ
ま
で
は
格
差
は
縮
小
傾
向

に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
農
村
部
で
の
生

産
責
任
制
の
導
入
成
功
に
よ
り
、
農

家
の
収
入
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
間
の
一
九
八
三
年
の
一
・
八
二

倍
が
格
差
の
最
小
記
録
だ
っ
た
。
し

か
し
一
九
八
五
年
の
い
わ
ゆ
る
「
先

富
論
」
に
基
づ
き
、
沿
岸
部
地
域
で

の
特
区
制
定
な
ど
が
実
施
さ
れ
る
と
、

ま
さ
に
沿
岸
部
の
地
域
が
先
に
富
む

形
で
格
差
は
拡
大
し
た
。
一
九
九
〇

年
代
に
入
っ
て
も
そ
の
流
れ
は
変
わ

ら
ず
、
む
し
ろ
一
九
九
二
年
の
「
南

巡
講
和
」
に
よ
っ
て
「
改
革
開
放
」

の
継
続
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
後
一
九

九
〇
年
代
半
ば
ま
で
格
差
は
拡
大
し

続
け
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
入

る
と
、
第
九
次
五
カ
年
計
画
（
一
九

九
六
～
二
〇
〇
〇
年
）
で
重
点
開
発

地
域
と
し
て
内
陸
部
が
五
期
ぶ
り
に

指
定
さ
れ
（
但
し
沿
岸
部
と
併
記
）、

西
部
地
域
で
の
開
発
政
策
と
も
相

ま
っ
て
格
差
は
若
干
縮
小
し
た
。
二

一
世
紀
に
な
る
と
、
二
〇
〇
一
年
の

Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
を
き
っ
か
け
と
し
て
海

外
向
け
輸
出
が
爆
発
的
に
増
加
し
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
も
二
桁
台
の
高
い
水
準
を
維

持
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
伴
い
都
市

と
農
村
の
格
差
は
拡
大
し
、
二
〇
〇

七
年
に
は
「
改
革
開
放
」
以
後
最
高

の
水
準
と
な
る
、
三
・
三
三
倍
を
記

録
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
歴
史
的

に
は
市
場
開
放
・
農
村
開
発
と
格
差

の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
言

え
る
。

欧
州
の
経
済
危
機
と
工
場
の
内
陸

部
移
転
が
原
因

　

直
近
の
格
差
縮
小
の
背
景
に
は
、

欧
州
諸
国
の
財
務
危
機
に
伴
う
輸
出

産
業
の
低
迷
や
、
沿
岸
部
の
高
賃
金

を
嫌
っ
た
工
場
の
内
陸
部
移
転
も
関

係
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

中
国
の
欧
州
向
け
輸
出
は
毎
年
順

調
に
増
加
し
て
い
た
が
、
直
近
で
は

若
干
の
減
少
が
見
ら
れ
る
（
図
２
）。

こ
れ
に
よ
り
工
場
の
稼
働
状
況
が
芳

し
く
な
く
な
っ
て
お
り
、
沿
岸
部
の

人
々
の
所
得
に
も
影
響
し
て
い
る
。

国
家
発
展
改
革
委
員
会
の
陳
主
任
は
、

「
中
国
の
輸
出
産
業
は
、
二
〇
一
二

年
の
上
半
期
に
厳
し
い
状
況
に
直
面

す
る
。
労
働
費
用
の
上
昇
に
よ
り
、

繊
維
や
靴
な
ど
の
労
働
集
約
型
商
品

の
輸
出
は
減
少
す
る
だ
ろ
う
。
一
方

で
機
械
製
品
の
輸
出
は
引
き
続
き
増

加
す
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
数
年
の
沿
岸
部
で
の

継
続
的
な
賃
金
の
上
昇
を
嫌
い
、
工

場
が
沿
岸
部
か
ら
内
陸
部
へ
移
転
す

る
動
き
も
見
ら
れ
る
。
内
陸
部
の
地

方
政
府
も
工
場
誘
致
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
こ
う
い
っ
た
こ
と

も
企
業
の
工
場
移
転
に
拍
車
を
か
け

て
い
る
。
工
場
の
内
陸
部
移
転
に
伴

い
出
稼
ぎ
労
働
者
の
状
況
に
も
変
化

が
見
ら
れ
、
河
南
省
社
会
科
学
院
の

谷
副
院
長
は
「
出
稼
ぎ
労
働
者
は
、

家
族
を
養
え
る
だ
け
の
賃
金
が
得
ら

れ
る
の
な
ら
、
多
少
賃
金
が
下
が
っ

た
と
し
て
も
、
沿
岸
部
よ
り
も
地
元

の
内
陸
部
で
働
く
こ
と
を
望
む
。
出

稼
ぎ
労
働
者
の
内
陸
部
へ
の
回
帰
は

今
後
数
年
の
傾
向
と
な
る
だ
ろ
う
。

労
働
集
約
型
産
業
で
の
産
業
構
造
転

換
が
続
く
の
な
ら
ば
、
こ
の
傾
向
は

よ
り
強
ま
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。カ

ギ
握
る
農
村
部
開
発
政
策
と
市

場
開
放
政
策

　

こ
こ
二
年
間
は
格
差
が
縮
小
傾
向

に
あ
る
も
の
の
、
今
後
の
見
通
し
に

つ
い
て
は
不
透
明
で
あ
る
。
上
述
の

よ
う
に
、
中
国
政
府
は
農
村
部
で
の

所
得
が
上
昇
し
た
要
因
と
し
て
、
出

稼
ぎ
労
働
者
の
賃
金
上
昇
と
農
作
物

の
豊
作
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
前

者
に
つ
い
て
は
、
結
局
は
都
市
部
頼

み
の
収
入
の
た
め
、
そ
れ
だ
け
で
都

市
と
農
村
の
格
差
が
今
後
も
縮
小
し

続
け
る
と
は
言
い
難
い
。一
方
、後
者

に
つ
い
て
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
る

の
で
、
継
続
し
う
る
と
は
考
え
難
い
。

　

そ
の
た
め
、
今
後
の
格
差
縮
小
の

鍵
は
、
農
村
部
開
発
政
策
と
市
場
開

放
政
策
に
あ
る
と
言
え
る
。
中
国
政

府
は
第
一
二
次
五
カ
年
計
画
（
二
〇

一
一
～
二
〇
一
五
）
に
お
い
て
西
部

開
発
を
明
言
し
て
お
り
、
具
体
的
に

は
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
戦
略
的

新
興
産
業
の
拠
点
設
置
な
ど
実
施
す

る
と
し
て
い
る
。
一
方
市
場
開
放
政

策
と
し
て
は
、
現
在
、
自
動
車
保
険

の
海
外
企
業
参
入
解
禁
、
国
内
証
券

市
場
へ
の
外
国
人
投
資
家
参
入
要
件

の
緩
和
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、

今
後
金
融
市
場
を
中
心
に
市
場
開
放

が
進
む
と
見
ら
れ
る
。

【
参
考
資
料
】

中
国
統
計
局
、
新
華
社
通
信
、
中
国
日
報

Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ（

国
際
研
究
部
）
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図２　中国の対ユーロ圏輸出額の推移（前年同期比、％）
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